
船舶事故等調査報告書 

平成２４年１１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２横第１０３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年３月１３日 ２３時４０分ごろ 

発生場所 東京都八丈町八丈島西北西方沖  

八丈町所在の大越鼻灯台から真方位３００°６０.８海里（Ｍ）付

近 

（概位 北緯３３°４０.０′ 東経１３８°４２.０′） 

事故等調査の経過  平成２４年７月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第十一大師丸、３０６トン 

   １３３２７２、有限会社ながしま 

Ｂ 漁船 第八大師丸、１３５トン 

   １３５６８７、有限会社ながしま  

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、四級海技士（航海） 

船長Ｂ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部ファッションプレートに亀裂及び凹損、右舷中央部外

板に凹損 

Ｂ 船首部に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、大中型まき網漁業船団の運搬船であり、船長Ａほか７人が

乗り組み、網船であるＢ船に接舷して魚をＡ船に積載するため、Ｂ船

の船首側に接近して待機中、Ｂ船は船長Ｂほか２２人が乗り組んで操

業中、平成２４年３月１３日２３時４０分ごろ、八丈島西北西方沖約

６０Ｍにおいて、Ａ船の右舷中央部及び右舷船首部とＢ船の船首部と

が数回衝突した。この頃、Ａ船は、西からの突風を受けた。 

Ａ船は、航行に支障がなかったので静岡県西伊豆町安良里港に入港

して損傷箇所の応急修理を行った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西、風力 ６ 

海象：波高 約３.０～４.０ｍ 

 その他の事項 

 

突風は、風向が西、風速が約１６～１７m/s であった。 

Ａ船は、Ｂ船に接近後、速力がない状態で待機中であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ船は、八丈島西北西方沖において、操業中のＢ船に接近して待機

していたことから、西からの突風により圧流され、Ａ船の右舷側中央



部とＢ船の船首部とが衝突したものと考えられる。  

原因  本事故は、夜間、Ａ船が、八丈島西北西方沖において、操業中のＢ

船に接近して待機していたため、西からの突風により圧流され、Ｂ船

と衝突したことにより発生したものと考えられる。  

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・接舷のために待機する際は、突風や風浪による圧流に十分に注意

すること。 

 




